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令和５年度 第１回犯罪のないまちづくり推進協議会 会議録 

 

日時 令和５年８月２１日（月）１０：００～１０：５８ 

場所 すこやかセンター２階 会議室１ 

出席委員 前川委員、山本委員、佐藤委員、中山（廣）委員、瀬良委員、高松委員、

大木委員、脇委員、中山（信）委員、戸村委員、四本委員 

欠席委員 國司委員、三橋委員、田辺委員、上田委員 

出席者 五十嵐市長 

事務局 市民活動推進課 細野課長、三浦副主幹、石田 

傍聴者 なし 

 

【会議次第】 

１ 開 会 

２ 委嘱状交付 

３ 市長挨拶 

４ 委員自己紹介 

５ 担当職員紹介 

６ 説明事項 

（1） 富里市犯罪のないまちづくり推進協議会の傍聴要領 

    資料１：富里市犯罪のないまちづくり推進協議会傍聴要領 

（2） 富里市犯罪のないまちづくり推進条例について 

    資料２：富里市犯罪のないまちづくり推進条例について（概要） 

（3） 富里市犯罪のないまちづくり推進協議会について 

    資料３：富里市犯罪のないまちづくり推進協議会について 

    資料４：富里市犯罪のないまちづくり推進協議会の運営に関する要綱 

７ 富里市の犯罪発生の状況等について 

   千葉県成田警察署 生活安全課長  高 松 千 尋  氏 

８ 議 題 

（1） 会長・副会長選出 

（2） 令和５年度における防犯事業の現状と取組について 

    資料５：富里市内 犯罪の発生状況（刑法犯認知件数） 

    資料６：大字別犯罪発生件数 

    資料７：防犯事業の取組について 

９ その他 

10 閉 会 
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【会議概要】 
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事務局 

 

市民活動推進
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事務局 

 

 

 

 

 

 

議題（１）会長・副会長選出で会長（議長）が選出されるまでの

間、市民活動推進課長が進行する。 

 

次第６ 説明事項 

（１）富里市犯罪のないまちづくり推進協議会の傍聴要領 

 資料１により説明（傍聴人なし） 

 

 

 （２）富里市犯罪のないまちづくり推進条例について 

 （３）富里市犯罪のないまちづくり推進協議会について 

 資料２～４により説明 

 

 ただいまの説明について、御質問などございましたらお願いいたし

ます。 

 

～特になし～ 

 

 次第８ 議題 

 （１）会長・副会長選出 

 委員の互選により、会長を中山（信司）委員、副会長を三橋委員

とすることに決定 

 以降の議題については、富里市犯罪のないまちづくり推進協議会

の運営に関する要綱第３条第１項の規定により、会長が議長となり

議事を進行する。 

 

（２）令和５年度における防犯事業の現状と取り組みについて 

 

それでは、議題の令和５年度における防犯事業の現状と取り組み

について、事務局から説明をお願いします。 

 

資料５により令和４年中の富里市内の犯罪発生状況（刑法犯認知

件数）の推移を説明 

資料６により令和４年中の大字別犯罪発生件数と現状を説明 

資料７により令和５年度における防犯事業の取り組みについて

説明 
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会長 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

Ａ委員 

 

会長 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 ただ今、令和５年度における防犯事業の取り組みについて事務局

より説明がありました。 

委員の皆様より、御質問等いかがでしょうか。 

 

資料５及び資料６の令和５年というのは１月から１２月までの

統計ということでよろしいか。 

 

はい。そのとおりです。 

 

七栄地区の犯罪が多いのは、単純に住んでいる人が多いのか対象

エリアが広いのか、それ以外に何か理由があるのか。 

 

七栄地区といっても非常に広いエリアであり、それを「七栄」と

して１つの区域としていますので、必然的に件数が多くなっていま

す。 

 

わかりました。 

 

ほかにございますでしょうか。 

 

防犯灯の管理について皆さんに意見を伺いたい。 

現在、私が住む地域の防犯灯は１６１灯あり、それを自治会で管

理しているが、自治会内の高齢化や自治会を脱退する方も多いこと

から、市全体で防犯灯の管理をできないものかと考えている。 

 

防犯灯は各区・自治会と市で管理しているのですよね。 

 

防犯灯につきましては、主要幹線道路と通学路につきましては市

で管理し、それ以外につきましては区・自治会にて管理をしていた

だいており、その分については補助をさせていただいています 

Ｂ委員がおっしゃるような御意見も頂戴しているところではご

ざいますが、現状としてはそのような区分けをして行っておりま

す。 

また、区・自治会で管理をしていただくことにより、防犯意識を

皆様で共有していただけるといった点も大きいと考えています。 

 

 今日は皆さんに意見を聞いていただき、今後も何か知恵があった

らお借りしたいと考えている。 
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会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 ほかにございますでしょうか。 

その他、特に無ければ、以上で議題を終了し、進行を事務局へお

返しします。 

 

次第９ その他 

それでは次第９ その他 についてでございますが、委員の皆様

から何かございますでしょうか。 

～特になし～ 

 

～閉会～ 

 


